	転入により被保険者が資格を取得する場合

	被保険者
	市民課
	介護保険主管課
	備考

	1 転入届を提出する。


④介護保険資格異動届を受け取り介護保険窓口へ


③（受給者の場合）

受給資格証明書・認定申請書を提出する。



⑧介護保険証交付又は発送
	
②既資格保有者の転入届を受理。(転入処理)

③介護保険資格異動届発行
	
④被保険者台帳への登録


　　　　　　　　　　　　　　　無
　　　　有　　　　

⑥要介護等認定処理



	※本市介護保険施設への転入は本市の介護保険被保険者となりません。

※受給資格証明書は転入前の市町村で交付


受給資格証明書








保険証発行














